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の しろ市議会だより

と
同
等
の
流
量
に
抑
え
る
計
画
と
し
て
、

開
発
区
域
内
の
駐
車
場
に
、
地
下
貯
留
浸

透
方
式
の
調
整
池
な
ど
の
設
置
を
開
発
業

者
と
協
議
中
で
あ
る
。
こ
の
方
式
は
、
一

時
的
に
貯
め
て
時
間
を
か
け
地
下
に
浸
透

さ
せ
る
方
式
で
洪
水
調
節
の
た
め
で
あ
る
。

  

小
林
議
員
の
そ
の
他
の
質
問
事
項

◦
火
力
協
力
金
の
使
途

◦
能
代
産
業
廃
棄
物
処
理
セ
ン
タ
ー
に
係

　

る
問
題

　　
　

Ａ
Ｅ
Ｄ
は
心
肺
停
止
患
者
の
心
臓
に
、

電
気
シ
ョ
ッ
ク
を
与
え
、
心
臓
の
動
き
を

正
常
に
戻
す
装
置
で
あ
る
。
確
実
に
効
果

を
発
揮
し
て
い
る
こ
の
装
置
を
公
共
の
施

設
、
全
小
学
校
に
設
置
す
べ
き
。

　
　

急
病
者
対
策
や
学
校
で
の
不
測
の
事

態
に
備
え
、
一
人
で
も
多
く
の
市
民
の
大

切
な
命
を
救
う
た
め
、
公
共
施
設
や
全
て

の
小
中
学
校
に
Ａ
Ｅ
Ｄ
を
設
置
す
る
こ
と

は
、
人
命
尊
重
の
観
点
か
ら
も
そ
の
必
要

性
は
十
分
認
識
し
て
い
る
。
今
後
は
、
救

命
体
制
の
強
化
の
た
め
、
施
設
の
利
用
状

況
、
立
地
環
境
等
を
勘
案
し
な
が
ら
、
Ａ

Ｅ
Ｄ
導
入
を
計
画
的
に
進
め
て
い
き
た
い
。

　
　

死
亡
原
因
の
第
４
位
は
肺
炎
。
特
に

高
齢
者
は
肺
炎
を
起
こ
し
や
す
く
、
重
症

化
し
や
す
い
。
そ
の
原
因
菌
の
半
数
近
く

が
肺
炎
球
菌
で
あ
る
。
高
齢
者
を
守
る
た

め
に
、
ワ
ク
チ
ン
接
種
に
助
成
を
す
べ
き
。

　
　

ワ
ク
チ
ン
は
肺
炎
球
菌
に
有
効
的
な

免
疫
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
一
方

で
効
果
的
な
接
種
時
期
の
判
断
が
難
し
い

こ
と
が
あ
る
。
国
で
は
ワ
ク
チ
ン
接
種
の

有
効
性
・
安
全
性
に
関
す
る
調
査
や
医
療

現
場
で
の
必
要
性
な
ど
検
討
が
続
け
ら
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
市
で
も
被
接
種
者
の

安
全
を
考
え
、
助
成
を
含
め
た
接
種
の
実

施
は
、
国
の
動
向
を
注
視
し
て
い
き
た
い
。

  

渡
辺
議
員
の
そ
の
他
の
質
問
事
項

◦
指
定
管
理
者
制
度

◦
住
宅
用
火
災
警
報
器
の
設
置

　
　

住
宅
産
業
は
、
地
域
経
済
に
大
き
な

波
及
効
果
が
あ
り
、
建
設
ス
ペ
ー
ス
の
問

題
、
市
街
地
活
性
化
の
観
点
か
ら
耐
火
構

造
の
早
期
建
設
を
検
討
す
べ
き
。
ま
た
、

松
原
ホ
ー
ム
跡
地
利
用
に
つ
い
て
は
。

　
　

建
て
か
え
は
、
入
居
者
に
早
期
に
安

全
で
よ
り
よ
い
居
住
環
境
の
提
供
が
最
優

先
課
題
。
中
心
市
街
地
で
利
便
性
が
高
い

現
在
地
に
１
５
０
戸
を
土
地
の
有
効
利
用

を
図
り
、
耐
火
構
造
で
建
設
す
る
と
と
も

に
木
を
取
り
入
れ
た
建
物
を
検
討
し
て
い

る
。
松
原
ホ
ー
ム
の
跡
地
利
用
は
来
年
度

以
降
の
公
営
住
宅
ス
ト
ッ
ク
総
合
活
用
計

画
策
定
の
際
、
木
造
の
公
営
住
宅
を
検
討

し
た
い
。

　
　

高
齢
化
が
一
段
と
進
む
中
で
、
県
は

生
活
バ
ス
補
助
制
度
の
見
直
し
を
行
う
と

し
て
い
る
。
交
通
弱
者
対
策
、
足
の
確
保

対
策
が
重
要
課
題
で
は
。

　
　

今
後
の
公
共
交
通
の
あ
り
方
に
つ
い

て
、
多
方
面
か
ら
の
検
討
、
協
議
を
行
う

庁
内
検
討
会
議
を
設
置
す
る
た
め
、
関
係

各
課
に
よ
る
準
備
会
を
開
催
し
た
。
今
後

は
庁
内
で
の
検
討
を
重
ね
、
広
く
市
民
や

事
業
者
の
参
画
を
得
な
が
ら
市
の
交
通
体

系
が
ど
う
あ
る
べ
き
か
を
話
し
合
う
場
を

設
け
、
県
の
見
直
し
時
期
の
22
年
度
ま
で

に
方
向
性
を
打
ち
出
し
て
い
き
た
い
。

  

薩
摩
議
員
の
そ
の
他
の
質
問
事
項

◦
技
術
開
発
セ
ン
タ
ー

◦
医
療
保
険
制
度
改
正
に
よ
る
特
定
健
診

　
　

開
発
許
可
は
能
代
市
の
権
限
で
あ
る

が
県
の
開
発
許
可
に
関
し
て
は
、
第
三
者

機
関
の
秋
田
県
開
発
審
査
会
で
チ
ェ
ッ
ク

が
行
わ
れ
る
。
排
水
、
交
通
渋
滞
等
第
三

者
機
関
の
チ
ェ
ッ
ク
の
必
要
性
は
。

　
　

市
で
は
、
関
係
部
局
が
多
岐
に
わ
た

る
開
発
行
為
は
、
他
の
行
政
分
野
と
連
絡

調
整
を
図
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
副

市
長
を
会
長
に
各
部
長
等
で
組
織
し
た
土

地
利
用
調
整
会
議
の
中
で
、
開
発
行
為
に

係
る
申
請
に
対
し
審
査
を
行
っ
て
い
る
。

イ
オ
ン
出
店
に
限
ら
ず
開
発
許
可
に
関
し

て
は
、
こ
の
調
整
会
議
で
、
チ
ェ
ッ
ク
機

能
を
果
た
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。

　
　

基
本
的
な
計
画
が
決
ま
っ
て
い
る
中
、

Ｐ
Ｆ
Ｉ
方
式
で
行
う
メ
リ
ッ
ト
は
あ
る
の

か
。
ま
た
、
工
期
が
７
、
８
年
案
が
あ
る

が
Ｐ
Ｆ
Ｉ
方
式
に
よ
り
も
っ
と
工
期
の
短

縮
が
可
能
で
は
な
い
の
か
。

　
　

Ｐ
Ｆ
Ｉ
方
式
は
、
民
間
の
創
意
工
夫

や
ノ
ウ
ハ
ウ
を
活
用
し
た
コ
ス
ト
縮
減
で

財
政
負
担
の
軽
減
や
サ
ー
ビ
ス
向
上
を
図

る
有
効
な
手
法
と
考
え
る
。
実
施
方
針
等

肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ
ン
の

予
防
接
種

地
域
の
生
活
バ
ス
路
線

住
吉
町
住
宅
建
替
基
本
計
画

住
吉
町
住
宅
建
て
か
え
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